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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

く
ら
し
の
情
報

手
づ
く
り
み
そ
講
習
会

時 

10
月
18
日
（
金
）
午
前
10
時
～
午
後
２

時　
所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
￥ 

１
口
４
０
０
０
円
（
大
豆
１
・
５
㎏
、
こ

う
じ
３
㎏
、
塩
１
㎏
）　

∧
大
豆
の
引
渡
し
∨

時 

10
月
11
日
（
金
）
午
前
10
時
～
11
時　

所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

申 

問 

10
月
７
日
（
月
）
午
前
10
時
～
正

午
に
電
話
で
市
消
費
者
協
会
・
小
橋
（
☎

８
２
３
・
８
０
８
８
）

食
用
油
の
回
収

時 

10
月
25
日
（
金
）
午
後
1
時
～
3
時　

所 

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
他 

業
務

用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
指
定
の
日
時
以
外
の

回
収
は
あ
り
ま
せ
ん　

HP
５
４
３
５

問 「
市
消
費
者
協
会
」・前
田
（
☎
８
２
２・

１
９
９
７
）

10
月
17
日
～
23
日
は 

薬
と
健
康
の
週
間

　
薬
の
誤
っ
た
使
い
方
は
健
康
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
飲
み
合

わ
せ
や
健
康
相
談
な
ど
、
薬
に
つ
い
て
気

に
な
る
こ
と
は
、
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・

薬
局
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
支
援
す
る
「
健
康
サ
ポ
ー
ト
薬
局
」

を
活
用
し
て
、
健
康
維
持
に
努
め
ま
し
ょ

う
。
詳
し
く
は
日
本
薬
剤
師
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
見
て
く

だ
さ
い
。

問 

保
健
総
務
課
（
☎
８
２
９・７
７
７
１
）

募
集
情
報

統
計
調
査
員
を
募
集

　
国
が
行
う
各
種
統
計
調
査
に
従
事
す
る

調
査
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
資
格　
次
の
①
～
⑤
の
全
て
に
当
て
は

ま
る
人
①
20
歳
以
上
（
学
生
可
）
②
責
任

を
も
っ
て
調
査
活
動
に
取
り
組
め
る
③
調

査
内
容
を
秘
密
厳
守
で
き
る
④
税
務
・
警

察
・
選
挙
に
直
接
関
係
が
な
い
⑤
暴
力
団

と
密
接
な
関
係
が
な
い

▽
報
酬　
あ
り
（
調
査
の
規
模
や
調
査
対

象
数
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

申 

問 

電
話
で
総
務
課
（
統
計
担
当
☎
８

２
４
・
１
１
８
１
）

市
民
活
動
支
援
補
助
金 

交
付
団
体
を
募
集

　
市
民
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
継

続
的
で
公
益
性
の
あ
る
活
動
を
行
う
市
民

活
動
団
体
に
対
し
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
募
集
要
項
（
市
民
活
動
振
興

申 

い
ず
れ
も
当
日
直
接
（
先
着
順
）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生 

総
合
戦
略
検
証
委
員
会

時 

10
月
３
日
（
木
）
午
後
２
時　
所 

市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二
委
員
会
室　

HP
２
１
８
１
１

問 

企
画
一
課
（
☎
８
２
５
・
２
０
１
６
）

男
女
共
同
参
画
審
議
会

時 

10
月
17
日（
木
）午
前
10
時　
所 

ふ

ら
っ
と 

ね
や
が
わ　
定 

５
人　
HP
１
４

５
８

問 

人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
（
☎
８

２
５
・
２
１
６
８
）

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

時 

10
月
24
日
（
木
）
午
後
２
時　
所 

市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
５
階
会
議
室

１
・
２　
定 

10
人　
HP
２
３
６
４
７

問 

こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８
３
８
・

０
１
３
４
）

産
業
振
興
に
関
す
る 

連
絡
調
整
会
議

時 

10
月
29
日
（
火
）
午
後
２
時　
所 

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー　
定 

10
人　

HP
１
８
７
０
７

問 

産
業
振
興
室（
☎
８
２
８・０
７
５
１
）

ご
み
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル 

推
進
会
議

時 

11
月
８
日
（
金
）
午
前
10
時
（
受

付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら
）　
所 

市

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
６
階
多
目
的
室

問 

環
境
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
０
９

１
１
）

環
境
保
全
審
議
会

時 

11
月
19
日
（
火
）
午
前
10
時
（
受
付

は
午
前
９
時
45
分
か
ら
）　
所 

市
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
６
階
多
目
的
室

問 

環
境
総
務
課
（
☎
８
２
１
・
４
０

５
５
）

委員会など

　
「
広
報
ね
や
が
わ
」
９
月
号
６
ペ
ー

ジ
「
ハ
ッ
！
広
瀬
慶
輔
で
す
」
に
掲

載
の
全
市
立
小
中
学
校
へ
の
寄
付
に

関
す
る
記
事
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　
正
し
く
は
Ｆ
Ｃ
テ
ィ
ア
モ
枚
方
の
ス

ポ
ン
サ
ー
企
業
で
あ
る
株
式
会
社
光
一

電
工
か
ら
寄
付
を
受
け
た
も
の
で
す
。

　
関
係
者
の
皆
様
に
お
わ
び
し
て
訂

正
し
ま
す
。

問 

企
画
三
課
（
☎
８
１
３
・
１
１

４
６
） お

わ
び
と
訂
正

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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室
又
は
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
で
配

布
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。

申 

問 

10
月
31
日
（
木
）
午
後
５
時
30
分

＝
必
着
＝
ま
で
に
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
窓

口
又
は
郵
送
で
市
民
活
動
振
興
室
（
〒
572

―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
☎
８
２
５
・

２
１
２
０
）

保
育
所
な
ど
で
勤
務
す
る 

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

▽
職
種　
①
保
育
士
②
延
長
保
育
士
③
給

食
調
理
員
④
看
護
師
⑤
保
育
補
助
者

▽
勤
務
日
時　
月
～
土
曜
日
の
①
④
⑤
午

前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
（
週
37
時
間
30

分
）
②
午
前
７
時
15
分
～
午
後
７
時
15
分

で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
５
時
間
程
度

③
午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
（
土
曜
日

は
午
前
９
時
～
正
午
）

※
①
は
週
２
日
か
ら
勤
務
可
、
①
～
③
の

勤
務
時
間
な
ど
は
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽
時
給　
①
１
３
９
７
円
②
資
格
あ
り
…

１
４
２
２
円
、
資
格
な
し
…
１
３
５
４
円

③
１
１
５
０
円
④
１
７
３
８
円
⑤
１
０
９

５
円
（
⑤
は
保
育
士
又
は
子
育
て
支
援
員

の
資
格
が
必
要
。
保
育
士
資
格
が
あ
る
人

が
⑤
で
採
用
さ
れ
た
場
合
、
次
年
度
は
①

の
区
分
で
勤
務
）

※
⑴
在
職
期
間
に
応
じ
て
６
月
・
12
月
に

手
当
を
支
給
し
ま
す（
基
準
日
に
在
職
し
、

週
29
時
間
以
上
、
６
か
月
以
上
の
勤
務
が

条
件
）
⑵
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用

者
を
決
定
し
ま
す
。

申 

履
歴
書
・
免
許
証
な
ど
の
写
し
を
直

接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―
８

５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

令和５年度
決　算 健全化判断比率・資金不足比率を公表

財政運営は健全です

　健全化判断比率及び資金不足比率は、市の財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るた
めの目安となる指標で、１つでも国が定める基準を上回ったときは、財政健全化計画などを策定し、議会の
議決を経た上で健全化に取り組む必要があります。
　市の令和５年度決算における指標は、いずれも国が定める基準を下回っています。
　HP 23867

問 健全化判断比率…財政課（☎825・2041）、資金不足比率…経営総務課（☎825・2247）

実質赤字比率
一般会計などの赤字の程度

連結実質赤字比率
全会計の赤字の程度

実質公債費比率
一般会計などの借金返済費用の

財政負担の度合い

将来負担比率
一般会計などの将来負担すべき

実質的な負債

健全化判断比率の状況 …�早期健全化基準�
（イエローカード）

…�財政再生基準�
（レッドカード）

健全化判断
比率とは 次の４つの指標をいいます。 寝屋川市の数値

△2.37％ 11.25％

16.25％△17.42％

25.0％

350.0％△107.4％

20.00％

30.00％

35.0％△1.4％

水道事業会計

下水道事業会計

資金不足比率の状況 経営健全化基準

公営企業（水道事業会計・下水道事業会計）の資金不足額を事業規模に対する割合で
表した指標です。

△185.2％ 20.0％

△22.8％ 20.0％

資金不足
比率とは

問 

保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

留
守
家
庭
児
童
会
の
指
導
員 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
の
募
集

▽
時
給　
資
格
な
し
…
１
２
０
５
円
、
資

格
あ
り
…
１
２
９
２
円
（
保
育
士
・
教
員

免
許
な
ど
）

時 

月
～
金
曜
日
の
午
後
1
時
30
分
～
６

時
30
分
（
学
校
休
業
日
な
ど
変
則
勤
務
あ

り
）　
所 

市
立
23
小
学
校　
内 

留
守
家
庭

児
童
会
に
お
け
る
子
ど
も
の
生
活
習
慣
の

指
導　
他 

面
接
後
に
採
用
者
を
決
定
し

ま
す　

HP
５
４
０
１

申 

問 

直
接
窓
口
又
は
電
話
で
社
会
教
育

推
進
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
５
）

介
護
保
険
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等 

運
営
委
員
会
委
員
の
募
集

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
）
の
適
正
な

運
営
な
ど
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
被
保
険

者
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
委
員
を
募
集
し

ま
す
。

▽
任
期　
12
月
頃
～
令
和
９
年
３
月（
予
定
）

▽
報
酬　
出
席
１
回
に
つ
き
９
０
０
０
円

▽
選
考
方
法　
書
類
選
考
及
び
面
接

▽
小
論
文
の
テ
ー
マ
「
介
護
保
険
制
度
に

つ
い
て
」（
８
０
０
字
以
内
）

対 

現
在
、
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
に
就

任
又
は
応
募
し
て
い
な
い
40
歳
以
上
の
市

民
で
、
平
日
昼
間
の
会
議
（
年
１
回
～
３

回
、
１
回
当
た
り
３
時
間
程
度
）
に
出
席

で
き
る
人　
定 

３
人　

HP
２
３
４
８
７

申 

問 

応
募
用
紙
と
小
論
文
（
指
導
監
査

課
、
市
役
所
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
配
布

又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）
を
10
月
31
日
（
木
）
＝
必
着
＝
ま
で

に
直
接
窓
口
又
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
指
導

監
査
課
（
〒
572
―
８
５
６
６
池
田
西
町
24

番
５
号
☎
８
１
２
・
２
０
２
７
、
ＦＡＸ
８
３

８
・
９
８
０
０
）

市
の
納
骨
堂
使
用
者
を
募
集

　
市
公
園
墓
地
（
池
の
瀬
町
）
内
納
骨
堂

の
納
骨
壇
長
期
使
用
者
を
募
集
し
ま
す
。

内 

左
の
表
の
と
お
り　
対
令
和
５
年
10

月
1
日
以
前
か
ら
継
続
し
て
市
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
祭
祀
（
さ
い
し
）
を
主
宰
す

る
人　

HP
２
０
８
０
６

※
①
納
骨
壇
は
、
令
和
７
年
１
月
１
日

（
祝
）
か
ら
使
用
で
き
ま
す
②
料
金
は
一

括
納
付
で
す
。

申 

問 

所
定
の
用
紙
（
市
民
サ
ー
ビ
ス
部

市
民
生
活
担
当
、公
園
墓
地
管
理
事
務
所
、

各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー

ビ
ス
窓
口
で
10
月
1
日
（
火
）
か
ら
配
布

又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）
を
郵
送
で
10
月
18
日
（
金
）
＝
消
印

有
効
＝
ま
で
に
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
市
民
生

活
担
当
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１

号
☎
８
２
５
・
２
２
０
４
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

市
民
緑
化
教
室

　
花
や
土
に
ふ
れ
て
、
家
庭
で
緑
化
の
意

識
を
高
め
て
も
ら
う
た
め
に
行
い
ま
す
。

時 

11
月
２
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
～

正
午　
所 

市
役
所
職
員
会
館　
内 

リ
ー

ス
型
寄
せ
植
え
を
作
ろ
う　
定 

40
人
（
申

し
込
み
が
多
い
と
き
は
抽
選
、
１
回
に
付

き
３
人
ま
で
）　
￥ 

無
料　
他 

ガ
ー
デ
ン

手
袋
・
持
ち
帰
り
用
の
袋
（
直
径
30
㎝
の

寄
せ
植
え
が
入
る
サ
イ
ズ
）・
汚
れ
て
も

い
い
服
装
（
エ
プ
ロ
ン
な
ど
）
で
来
て
く

だ
さ
い

申 

問 

10
月
７
日
（
月
）
ま
で
に
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
右
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
又
は
電

話
で
公
園
み
ど
り
課
（
☎
８
２
５
・
２
２

９
３
）

環
境
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か

　
大
阪
公
立
大
学
工
業
高
等
専
門
学
校
の

学
生
と
一
緒
に
楽
し
く
環
境
に
つ
い
て
学

ん
で
、環
境
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

時 

11
月
16
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
～

正
午　
所 

市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
６
階　

内 

す
ご
ろ
く
な
ど
の
ゲ
ー
ム
を
と
お
し

て
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
楽
し
く
学
習

し
、
地
球
環
境
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
発
表

な
ど
を
行
い
ま
す
。
講
座
終
了
後
、
参
加

者
を
環
境
リ
ー
ダ
ー
に
認
定
し
ま
す　
対 

市
内
在
住
の
小
学
校
４
年
生
～
６
年
生　

定 

30
人
程
度
（
申
込
順
）

申 

問 

住
所
、
氏
名
（
本
人
・
保
護
者
）、

電
話
番
号
、
人
数
、
当
日
の
来
場
手
段
を

10
月
21
日
（
月
）
ま
で
に
メ
ー
ル
（
ア
ド

６
段
式

３
段
式

納骨壇の形態・期間・料金など

３段式納骨壇 ６段式納骨壇

募集数 ２区画 60 区画

使用形態 上から１段目・２段目の１区
画を使用

上から１段目～４段目の１区
画を使用

１区画の
大きさ

高さ 55㎝×幅 35㎝×奥行
き 41cm（６寸の骨箱が４
個入ります）

高さ26.5㎝×幅 35㎝×奥行
き 41cm（６寸の骨箱が２個
入ります）

使用期間 25 年（更新可）
参拝方法 納骨壇室に入室し、納骨壇の前で参拝できます
料　金 60 万円 30 万円

リース型寄せ植え
※イメージ写真

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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広報ねやがわ
令和６年 10月号

インフォメーション
イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則10月１日（火）から受け付けます。時日時 所場所 内内容 対対象 定定員 ￥費用 他その他 HP市ホームページのページID（詳細を掲載しています）  申申込/申請 問問い合わせ先 記号の見方

※秘密は守ります。困ったときは相談を（無料）　～ 10・11・12 月～
相談名 内容など 日時（祝日・年末年始を除く） 申し込み方法 申し込み・問い合わせ先

法 律 相 談

同
一
案
件
の
相
談
は
原
則
１
回
限
り
で
す

相続、借地、借家、不動産、離
婚などの法的問題の相談
定員…７人
相談時間…30 分程度
相談員…弁護士

月～金曜日…午後１時～４時 30 分
第４土曜日…午前８時 30 分～正午

（10 月 26 日）

電話又はLINEで予約（申
込順）

【受付開始日】
相談日の1週間前の同じ曜
日の午前9時から（申込順）

※ 受付開始日が祝日、休日
のときはその翌日から受
け付けます。受付は相談
日前日の午後５時までです

（法律相談を除く）。

【申込方法】
＜電話による申し込み＞
土・日曜日、祝日、休日は申し
込みができません。

＜LINEによる申し込み＞
土・日曜日、祝日、休日も申し
込み可能です。

※ 同じ内容の相談は１回限
り、別の内容であっても月
１回まで（相談種別が異
なる場合は可）。

市民サービス部広聴担当
☎ 824・1155

登 記 相 談
登記手続きなどの相談
定員…６人
相談時間…30 分程度
相談員…司法書士

第２木曜日
午後1時～4時

（10月10日・11月14日・12月12日）

国 税 相 談

所得税、相続税、贈与税などの
相談
定員…６人
相談時間…30 分程度
相談員…税理士

第３木曜日
午後１時～４時

（10月17日・11月21日・12月19日）

不 動 産 ･
建 築 相 談

不動産の売買、家屋の新築・増
築の手続きなどの相談
定員…４人
相談時間…30 分程度
相談員…宅地建物取引士、建築
士

第２金曜日
午後２時～４時

（10 月 11日・11 月 8日・12 月 13日）

相 続 ･ 遺
言 書 等
作 成 相 談

遺産分割協議書、遺言書、離婚
協議書などの作成相談
定員…６人
相談時間…30 分程度
相談員…行政書士

第３金曜日
午後１時～４時

（10月18日・11月15日・12月20日）

行 政 相 談 国の行政機関などへの相談や要望
相談員…行政相談委員

第１・３火曜日午前 10 時～正午
※ 相談の予約は、月～金曜日に随

時受け付けます。 直接窓口又は電話で相談
市 政 相 談 市役所への相談や要望

相談員…市職員
月～金曜日
午前９時～午後５時 30 分

消費生活相談

商品やサービスに不満や疑問を感
じたり、訪問販売などで契約上の
トラブルに巻き込まれたりしたと
きや多重債務に関わる相談
相談員…消費生活相談員

月～土曜日
午前９時～午後４時 電話で相談

市立消費生活センター
（桜木町５番 30 号）
☎ 828・0397

人 権 相 談
人権擁護委員による相談
定員…３人　

毎週水曜日　
午前９時 30 分・10 時 20 分・11 時 
10 分

直接窓口又は電話で予約
（申込順） 人権・男女共同参画課

☎ 825・2168
人権に関わる相談 月～金曜日

午前９時～午後５時 30 分 直接窓口又は電話で相談

女性の弁護士
による

法律相談
女性弁護士による離婚、DV、
相続などの法律相談　定員…４人

第３火曜日
午後１時 30 分～４時 30 分

（10月15日・11月19日・12月17日）
前日の午前 10 時から電話
で予約（申込順）

ふらっと ねやがわ
（市立産業振興センター５階）
☎ 800・5790

女性の
相談員による
心の悩み相談

（カウンセリ
ング）

カウンセラーが助言・アドバイ
スするのではなく、悩みを本人
が話すことで心の整理をつけ、
一緒に問題解決を図ります（女
性の相談員がサポートします）
面接相談の定員…３人

面
接

毎週月曜日午前９時30分～午後０
時40分・毎週水曜日午後１時30
分～４時40分・第３木曜日午後１時
30分～４時40分（祝日も実施）

電話で予約（申込順）
ふらっと ねやがわ

（市立産業振興センター５階）
☎ 800・5789

電
話

毎週金曜日午後１時～５時（受
付は午後４時 30 分まで、祝日
も実施）

受付時間内に電話
ふらっと ねやがわ

（市立産業振興センター５階）
☎ 800・5584

男性の相談員
による心の悩
み相談（カウ
ンセリング）

カウンセラーによる男性の自立・
生き方・人間関係などの相談

第２水曜日午後７時～９時（10月9
日・11月13日・12月11日、受付は
午後８時30分まで）

子どもに
関する相談

18 歳未満の子どもの問題につい
ての相談（育児・発達・性格・
学校生活など）

月～金曜日
午前９時～午後５時 30 分
※電話での相談もできます。

電話で予約
こどもを守る課こども相談
担当

（市立保健福祉センター4階）
☎ 838・0181

養育費・面会
交流などの

相談

養育費、面会交流（親子交流）
の取り決め、手続きの相談
相談員…弁護士

第１・３水曜日午前 10 時・10 時 50
分（10 月２日・16日・11月６日・20日・
12 月４日・18日）

相談日の２週間前の同じ
曜日の午前９時から電話
で予約（申込順）

こどもを守る課
（市立保健福祉センター２階）
☎ 812・2210

教育相談
幼児・児童・生徒の教育につい
ての相談（不登校・学習・性格・
友人関係など）

月～金曜日午前９時～午後５時
※電話・オンラインでの相談もできます。

電話又は市公式アプリで予
約

教育支援センター
（初町 19 番１号）
☎ 822・7830

就労相談 就職困難者を対象にした求人情
報検索など就労の個別相談

毎週火・金曜日
午前10時～午後５時 電話で予約

市立産業振興センター
☎ 828・0751
※ 相談場所は地域就労支

援センター（ねやがわシ
ティ・ステーション内）

LINEの友だち登録
はコチラから

レ
ス
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）
又
は

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
環
境
総
務
課
（
☎
８
２

４
・
０
９
１
１
、
ＦＡＸ
８
２
１
・
３
３
４
９
）

生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
伴
う 

都
市
計
画
案

　
生
産
緑
地
地
区
（
農
地
）
を
法
律
に
基

づ
き
変
更
し
ま
す
。
利
害
関
係
の
あ
る
人

や
市
民
の
皆
さ
ん
は
縦
覧
期
間
内
に
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間　
10
月
15
日
～
29
日

▽
縦
覧
場
所　
２
軸
化
事
業
本
部

※
縦
覧
期
間
中
は
、変
更
の
内
容
を
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

HP
８
２
２
１

問 

２
軸
化
事
業
本
部
（
☎
８
１
３
・
１

２
０
４
）

事
後
評
価
原
案
の
縦
覧

　
寝
屋
川
公
園
駅
周
辺
地
区
都
市
再
生
整

備
計
画
（
令
和
元
年
度
～
５
年
度
）
の
事
後

評
価
を
行
う
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
は

縦
覧
期
間
内
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間　
10
月
10
日
～
24
日

▽
縦
覧
場
所　
２
軸
化
事
業
本
部

※
詳
し
い
内
容
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

HP
２
３
８
５
４

問 

２
軸
化
事
業
本
部
（
☎
８
１
３
・
１

２
０
４
）

相

　
　談

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

時 

10
月
15
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や

会
計
処
理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な

ど　
定 

４
団
体
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料

申 

問 

10
月
11
日
（
金
）
ま
で
に
直
接
又

は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎

８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

時 

10
月
22
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時　

所 

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー

ス　
内 

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
・
ト
ラ

ブ
ル　
定 

６
人
（
申
込
順
）　
￥ 

無
料　

他 

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い

申 

問 

10
月
15
日
（
火
）
午
前
10
時
か
ら

直
接
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

９
月
～
10
月
は
行
政
相
談
月
間 

～
特
設
会
場
を
設
置
し
ま
す
～

　
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
行
政
相

談
委
員
が
「
エ
ン
ジ
ョ
イ
フ
ェ
ス
タ
in
ね

や
が
わ
」
で
相
談
ブ
ー
ス
を
設
置
し
、国・

府
・
市
町
村
の
仕
事
な
ど
で
「
困
っ
て
い

る
」「
納
得
で
き
な
い
」「
詳
し
く
知
り
た

い
」
な
ど
の
相
談
が
で
き
ま
す
。
気
軽
に

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

時 

10
月
20
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
２

時
＝
雨
天
中
止　
所 

打
上
川
治
水
緑
地

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
広
聴
担
当
（
☎
８

２
４
・
１
１
５
５
）

毎
月
第
１
・
第
３
金
曜
日
は 

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
の
日

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
無
料
の
就
労
相
談

を
行
い
ま
す
。

時 

10
月
４
日
・
18
日
午
前
９
時
50
分
～

午
後
１
時
（
１
人
40
分
程
度
）　
所 

リ

ラ
ッ
ト
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
２　

定 

各
日
４
人　
他 

予
約
制
、
完
全
個
室
、

子
ど
も
連
れ
可　

HP
４
３
７
４

申 

問 

開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市
公
式

ア
プ
リ
「
予
約
・
申
請
な
ど
」
又
は
電
話

で
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
８・

０
７
５
１
）産

業
・
事
業
者

Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用
戦
略
セ
ミ
ナ
ー

時 

10
月
23
日
（
水
）
午
後
３
時
～
４
時

30
分　
所 

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
３

階
第
１
セ
ミ
ナ
ー
室　
内 

分
析
か
ら
更

な
る
集
客
に
向
け
た
「
一
歩
進
ん
だ
」
活

用
戦
略　
対 

市
内
事
業
者
、
こ
れ
か
ら

市
内
で
創
業
を
考
え
て
い
る
人　
定 

30

人
（
申
込
順
）　

HP
２
３
８
５
０

申 

北
大
阪
商
工
会
議
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問 

北
大
阪
商
工
会
議
所
（
☎
８
２
８
・

５
１
５
１
）、
産
業
振
興
室
（
☎
８
２
８・

０
７
５
１
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
応
急
手
当
普
及
員
再
講
習
∨

時 

11
月
27
日
（
水
） 午
後
１
時
～
４
時　

所 

枚
方
寝
屋
川
消
防
本
部　
内 

応
急
手

当
普
及
員
と
し
て
認
定
さ
れ
た
人
の
再

講
習　
対 

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・

在
職
・
在
学
の
応
急
手
当
普
及
員

∧
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
∨

時 

11
月
30
日
（
土
）
午
前
９
時
30
分
～
午

後
０
時
30
分　
所 

寝
屋
川
消
防
署　
内 

成
人
へ
の
心
肺
蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使

用
方
法
な
ど
の
知
識
と
技
術
を
習
得　
対 

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・
在
職
・
在

学
の
中
学
生
以
上
の
人

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※　
　

￥ 

無
料　
定 

各
20
人
（
申
込
順
）

申 

問 

10
月
28
日
午
前
９
時
～
11
月
１
日

午
後
５
時
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
左
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
）
で
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
救
急

課
（
☎
８
５
２
・
９
９
１
８
）

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心



20広報ねやがわ
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インフォメーション
イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則10月１日（火）から受け付けます。

防

　
　犯

10
月
11
日
～
20
日
は 

全
国
地
域
安
全
運
動
期
間

　
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
防
犯
協
会
な
ど
が

一
つ
に
な
っ
て
、
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安

心
な
、
明
る
く
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実

現
す
る
た
め
、
夜
間
一
斉
街
頭
防
犯
活
動

な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

問 

寝
屋
川
警
察
署
生
活
安
全
課
（
☎
８

２
３
・
１
２
３
４
）
又
は
市
監
察
課
（
☎

８
１
２
・
２
２
４
６
）税

・
保
険
・

年
金

各
種
保
険
・
医
療
制
度

重
度
障
害
者
医
療
証
・ 

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
を
更
新

　
引
き
続
き
資
格
の
あ
る
人
に
は
、
10
月

下
旬
に
新
し
い
医
療
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　
資
格
が
あ
り
、
ま
だ
助
成
を
受
け
て
い

な
い
人
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対 

市
内
在
住
で
健
康
保
険
に
加
入
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
（
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
）

∧
重
度
障
害
者
医
療
証
∨

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は
２
級
を

持
つ
人
②
療
育
手
帳
Ａ
を
持
つ
人
③
療
育

手
帳
Ｂ
１
と
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
～
６

級
を
併
せ
持
つ
人
④
精
神
障
害
保
健
福
祉

手
帳
１
級
を
持
つ
人
⑤
難
病
の
受
給
者
証

を
持
ち
、
障
害
年
金
又
は
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
1
級
を
受
給
し
て
い
る
人

∧
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
∨

　
①
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
父

母
又
は
養
育
者
と
18
歳
ま
で
の
子
②
遺
族

年
金
な
ど
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
父

母
又
は
養
育
者
と
18
歳
ま
で
の
子
③
18
歳

ま
で
の
両
親
の
い
な
い
子
と
養
育
者

※
18
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
子
が
対
象
で
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
医
療
助
成
担
当
（
☎

８
１
２
・
２
３
６
３
）

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

　
有
効
期
限
が
令
和
７
年
10
月
31
日
ま
で

の
被
保
険
者
証
（
桃
色
）
を
10
月
下
旬
に

郵
送
（
簡
易
書
留
）
し
ま
す
。
新
し
い
被

保
険
者
証
は
、
手
元
に
届
い
た
と
き
か
ら

使
用
で
き
ま
す
。

　
不
在
な
ど
で
受
け
取
れ
ず
郵
便
局
の
保

管
期
間
内
で
も
受
け
取
れ
な
か
っ
た
と
き

は
、
不
在
票
、
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
な
ど
）
を

持
っ
て
直
接
、
国
民
健
康
保
険
担
当
の
窓

口
へ
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
（
代
理
人
の

と
き
は
委
任
状
が
必
要
で
す
）。

※
世
帯
構
成
な
ど
に
変
更
が
あ
る
と
き
は

速
や
か
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を 

利
用
し
ま
せ
ん
か

　
新
薬
と
同
じ
有
効
成
分
・
効
能
・
効
果

を
持
ち
、
価
格
が
安
い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品（
後
発
医
薬
品
）に
切
り
替
え
ま
せ
ん
か
。

∧
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
特
徴
∨

　
先
発
医
薬
品
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
発

売
さ
れ
る
も
の
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承

認
に
よ
り
、
効
き
目
や
安
全
性
な
ど
が
保

証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
開
発
期
間
が
短
く
低
コ
ス
ト
で
、
中
に

は
新
薬
に
比
べ
て
５
割
以
上
安
く
な
る
薬

も
あ
り
ま
す
。

∧
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

切
り
替
え
る
に
は
∨

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る
と

き
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。
短
期
間
だ
け
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
「
お
試
し

調
剤
」
も
あ
り
ま
す
。

※
全
て
の
新
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

∧
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
に
は
∨

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
や
す
い

よ
う
に
、
医
療
機
関
の
受
付
窓
口
で
提
示

す
る
カ
ー
ド
や
お
薬
手
帳
な
ど
に
貼
る
こ

と
が
で
き
る
シ
ー
ル
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

問 

市
民
サ
ー
ビ
ス
部
∧
75
歳
未
満
…
国

民
健
康
保
険
担
当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８

２
）、
75
歳
以
上
…
後
期
高
齢
者
医
療
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
９
０
）
∨

納期限のお知らせ
★市民税・府民税（徴収・納付担当）………第3期分
★国民健康保険料（徴収・納付担当）……第5期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第4期分
★介護保険料（高齢介護室）………………第5期分

★保育所・公立認定こども園保育料（保育課） 
…………………………………………………10月分
★留守家庭児童会保育料（社会教育推進課）
…………………………………………………10月分

～10月31日（木）までに納めましょう～

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関、収納代理金融機
関、各担当窓口やシティ・ステーションで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。詳し
くは、各課へ問い合わせてください。

国民健康保険被保険者証
（桃色）


